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は
じ
め
に

　

イ
タ
リ
ア
人
宣
教
師
サ
レ
ジ
オ
会
の
マ
リ
オ
・
マ
レ
ガ
神
父
（
一
九
〇
二
～
一
九

七
八
）
は
、
一
九
二
九
年
一
二
月
に
九
州
に
到
着
、
宣
教
師
と
し
て
の
活
動
を
開
始

し
て
、一
九
三
二
年
か
ら
は
大
分
県
大
分
教
会
や
臼
杵
教
会
で
布
教
活
動
を
行
っ
た
。

一
九
三
〇
年
代
に
は
臼
杵
藩
宗
門
方
の
キ
リ
シ
タ
ン
関
連
文
書
を
収
集
し
、
キ
リ
シ

タ
ン
史
跡
な
ど
の
発
見
に
も
努
め
、
そ
れ
ら
の
成
果
は
一
九
四
二
年
に
『
豊
後
切
支

丹
史
料
』（
サ
レ
ジ
オ
会
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
さ
ら
に
第
二
次
大
戦
後
の
一
九

四
六
年
に
は
『
続
豊
後
切
支
丹
史
料
』（
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
）
を
出
版
し
た
。
そ
の

後
一
時
帰
国
し
た
が
、
一
九
四
八
年
に
再
度
渡
日
し
、
大
分
や
別
府
の
教
会
を
経
て

東
京
都
目
黒
区
の
碑
文
谷
教
会
に
移
り
、
一
九
五
三
年
に
収
集
し
た
史
料
等
を
バ
チ

カ
ン
図
書
館
に
送
っ
た
。
そ
し
て
一
九
七
四
年
に
イ
タ
リ
ア
に
帰
国
し
、
一
九
七
八

年
に
没
し
て
い
る
。

　

バ
チ
カ
ン
に
送
ら
れ
た
厖
大
な
資
料
は
二
〇
一
〇
年
に
発
見
さ
れ
て
、
人
間
文
化

機
構
・
国
文
学
研
究
資
料
館
を
中
心
に
マ
レ
ガ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
発
足
し
、
国
文

学
研
究
資
料
館
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
大
分
県
等
に
よ
り
調
査
・
研
究
・
目
録

作
成
・
デ
ジ
タ
ル
化
・
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
お
よ
び
保
存
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
マ
レ
ガ
神
父
が
バ
チ
カ
ン
へ
寄
贈
し
た
際
に
手
許
に
残
さ
れ
た
文
書
は
、
東
京

都
調
布
の
サ
レ
ジ
オ
神
学
院
で
発
見
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
ロ
ー
マ
・
サ
レ
ジ
オ

大
学
図
書
館
に
送
ら
れ
保
管
さ
れ
た
が
、
二
〇
一
六
年
五
月
に
修
復
な
ど
の
た
め
に

バ
チ
カ
ン
図
書
館
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
サ
レ
ジ
オ
大
学
図
書
館

所
蔵
の
一
史
料
を
使
用
し
た
。

　

寛
文
末
年
に
、
長
崎
奉
行
岡
野
孫
九
郎
貞さ
だ

明あ
き
らは

豊
後
臼
杵
藩
野
津
地
域
を
巡
検
し

て
い
る
。
こ
の
件
に
関
す
る
史
料
（
マ
レ
ガ
文
書A

24.26 

後
掲
図
版
参
照
）
を
取

り
上
げ
、
こ
の
巡
検
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
本
史
料
の
年
代
に
つ
い
て
は
、

岡
野
貞
明
の
長
崎
在
任
期
間
等
や
、
ま
た
本
史
料
中
に
「
能
登
守
領
内
」
と
い
う
文

言
が
出
て
く
る
が
、
稲
葉
能
登
守
信
通
は
寛
文
一
三
（
延
宝
元
）
年
六
月
二
四
日
に

卒
し
て
お
り
、
さ
ら
に
寛
文
一
三
年
（
一
六
七
三
）
は
九
月
二
一
日
に
改
元
さ
れ
て

い
る
の
で
、
寛
文
一
三
年
六
月
以
前
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

岡
野
は
こ
の
時
に
、
臼
杵
藩
の
年
貢
徴
収
等
治
政
全
般
に
わ
た
っ
て
尋
問
し
て
い

る
が
、
本
稿
で
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
に
関
す
る
部
分
を
取
り
上
げ
、
検
討
し
て
い
き

た
い
。

１　

野
津
地
域
に
つ
い
て

　

豊
後
国
大
野
郡
野
津
地
域
は
、
大
野
川
の
支
流
野
津
川
流
域
に
位
置
し
、
丘
陵
性

の
台
地
と
川
沿
い
の
小
盆
地
か
ら
な
っ
て
い
る
。
鎌
倉
～
戦
国
期
に
は
野
津
院
と
も

呼
ば
れ
、
近
世
に
は
そ
の
一
部
が
野
津
市
村
と
さ
れ
た
。
野
津
市
村
は
在
町
と
し
て

繁
栄
し
、
南
東
の
三
重
郷
か
ら
北
方
の
臼
杵
城
下
へ
の
要
路
で
も
あ
り
、
市
も
開
か

（
１
）

（
２
）
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れ
た
。
こ
の
よ
う
に
野
津
地
域
は
様
々
な
呼
称
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
史
料
上
の
表

現
を
除
い
て
、
野
津
ま
た
は
野
津
地
域
と
す
る
。

　

豊
後
は
戦
国
大
名
大
友
氏
の
本
貫
の
地
で
あ
り
、
大
友
義
鎮
（
宗
麟
）
は
、
天
文

二
〇
年
（
一
五
五
一
）
に
ザ
ビ
エ
ル
が
豊
後
を
訪
れ
て
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
布
教
を

保
護
し
た
。
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）、
受
洗
し
て
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
な
っ
た
大
友

義
鎮
は
日
向
に
出
陣
し
、
義
鎮
の
嫡
子
義
統
が
野
津
に
陣
を
置
い
て
、
兵
站
基
地
と

し
て
義
鎮
に
軍
需
品
を
送
っ
た
。
義
鎮
は
日
向
高
城
で
薩
摩
島
津
氏
に
敗
れ
、
こ
れ

が
大
友
氏
衰
退
へ
の
分
水
嶺
に
な
っ
た
。
当
時
、
野
津
で
は
有
力
者
の
リ
ア
ン

（Leão

）
が
妻
と
共
に
受
洗
し
て
お
り
、
一
五
八
〇
年
度
の
イ
エ
ズ
ス
会
年
報
に

よ
れ
ば
キ
リ
シ
タ
ン
三
五
〇
〇
人
が
い
た
。
そ
し
て
教
会
や
レ
ジ
デ
ン
シ
ア
（
住
院
）

が
存
在
し
、
パ
ー
ド
レ
（
司
祭
）
と
イ
ル
マ
ン
（
修
士
）
各
一
人
が
駐
在
し
て
い
た

と
い
う
。
さ
ら
に
一
五
八
三
年
度
の
イ
エ
ズ
ス
会
年
報
に
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
人
数

は
五
、
六
〇
〇
〇
人
に
の
ぼ
っ
た
と
あ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
の
人
数
に
つ
い
て
は
誇
張

も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
数
多
く
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
野

津
は
豊
後
キ
リ
シ
タ
ン
の
一
つ
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。

　

文
禄
二
年（
一
五
九
三
）、朝
鮮
出
兵
中
の
大
友
吉
統（
義
統
）は
改
易
と
な
り（
大

友
除
国
）、
以
後
豊
後
は
細
分
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
小
藩
分
立
」
状
態

は
近
世
に
も
受
け
継
が
れ
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）、
臼
杵
に
美
濃
よ
り
稲
葉
氏

が
入
り
、
五
万
石
の
藩
と
し
て
幕
末
ま
で
存
続
し
た
。
そ
の
後
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
下

に
あ
っ
て
は
、多
く
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
転
宗
し
て
潜
在
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
頃
に
は
表
面
上
は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
キ

リ
シ
タ
ン
が
数
多
く
存
在
し
た
痕
跡
は
現
在
に
ま
で
つ
な
が
り
、
一
九
九
八
年
に
は

野
津
下
藤
地
区
か
らIN

RI

（
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
意
味
）
の
銘
が

刻
み
込
ま
れ
た
石
塔
の
断
片
が
出
土
し
て
い
る
。
さ
ら
に
二
〇
一
〇
年
に
は
下
藤
地

区
の
共
有
墓
地
で
キ
リ
シ
タ
ン
墓
五
四
基
が
出
土
し
、
発
掘
・
調
査
が
行
わ
れ
た
。

　

寛
文
末
年
、
長
崎
奉
行
岡
野
貞
明
は
寺
小
路
堅
介
の
所
へ
宿
泊
し
、
奉
行
所
役
人

井
戸
新
右
衛
門
と
青
山
善
兵
衛
と
共
に
、
寺
小
路
堅
介
、
中
山
村
助
左
衛
門
、
波
津

久
村
半
十
郎
、
花は
な

原は
る

村
長
左
衛
門
、
生
し
ょ
う

ノの

原は
る

村
惣
左
衛
門
、
平
野
村
五
左
衛
門
の
五

人
の
弁
指
（
弁
差
）
を
召
し
出
し
て
尋
問
を
行
っ
た
。

　

寺
小
路
堅
介
に
つ
い
て
は
、
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
の
検
地
帳
（
玄
蕃
帳
）
に

寺
小
路
村
「
け
ん
す
け
」
な
る
者
の
記
載
が
あ
り
、
こ
れ
は
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
管
区

長
コ
ー
ロ
ス
が
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
秋
に
、
迫
害
下
の
信
徒
代
表
の
証
言
を
集

め
た
コ
ー
ロ
ス
徴
収
文
書
に
登
場
す
る
「
平
山
堅
介
ま
る
こ
す
」
に
相
当
す
る
人
物

で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
堅
介
は
、
五
〇
年
以
上
後
の
時
期

と
は
い
え
人
名
は
代
々
継
承
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
大
友
氏
治
下
の
キ
リ
シ
タ

ン
の
末
裔
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

ま
た
弁
指
に
つ
い
て
だ
が
、
臼
杵
藩
で
は
藩
内
を
組
に
分
け
、
組
の
も
と
に
村
々

を
付
属
さ
せ
、
組
に
は
庄
屋
を
、
村
に
は
弁
指
（
弁
差
）
を
置
い
た
。
組
の
数
は
時

期
に
よ
っ
て
増
加
す
る
が
、
五
〇
組
前
後
と
言
わ
れ
る
。

２　

キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
高
札
に
つ
い
て

　

最
初
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
令
と
訴
人
へ
の
嘱
託
銀
を
掲
示
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制

高
札
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
て
い
る
。
稲
葉
氏
領
内
に
札
所
（
高
札
）
が
何
カ
所
あ
る

か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
何
カ
所
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
臼
杵
城
下
、
戸
次
ノ

市
村
、
三
重
ノ
市
に
存
在
す
る
と
し
て
い
る
。
で
は
何
故
、
野
津
地
域
の
中
心
地
で

在
町
と
し
て
繁
栄
し
、
三
重
郷
か
ら
臼
杵
城
下
へ
の
要
路
で
も
あ
っ
た
野
津
市
に
札

所
が
な
い
の
か
と
尋
ね
ら
れ
る
と
、
市
と
は
い
う
が
田
舎
で
市
が
立
て
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
た
め
に
札
所
で
は
な
い
と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

奉
行
所
側
は
、
野
津
地
域
を
視
察
し
て
そ
の
上
で
札
所
を
立
て
る
か
ど
う
か
決
め
る

が
、
高
札
の
主
旨
を
守
る
よ
う
に
と
し
て
い
る
。

（
３
）

（
４
）
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３　

キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
法
度
書
に
つ
い
て

　

次
に
、
江
戸
よ
り
度
々
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
に
関
す
る
法
度
書
が
下
付
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
内
容
も
含
め
て
承
知
し
て
い
る
か
と
尋
ね
ら
れ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
法
度
書
は
郡
代
よ
り
庄
屋
へ
一
枚
ず
つ
、
庄
屋
よ
り
弁
指
へ
一
つ
ず
つ

渡
し
、
弁
指
よ
り
小
百
姓
共
へ
残
ら
ず
申
し
聞
か
せ
て
い
る
と
答
え
て
い
る
。
で
は

近
年
、
ど
の
よ
う
な
法
度
書
が
来
て
い
る
か
と
尋
ね
ら
れ
る
と
、
全
て
は
覚
え
て
い

な
い
が
、
去
年
か
去
々
年
に
「
耶
蘇
宗
門
制
禁
」
だ
が
、
密
か
に
弘
め
る
者
が
い
る

と
い
う
口
書
が
あ
っ
た
と
し
た
。
そ
の
他
「
絹
つ
む
き
（
紬
）
尺
之
事
」
や
「
当
年

た
は
こ
本
地
ニ
作
り
不
申
様
ニ
」
と
の
法
度
書
が
出
さ
れ
た
の
を
覚
え
て
い
る
と
し

て
い
る
。
奉
行
所
側
で
点
検
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
書
き
留
め
て
あ
る
文
書
を
「
御

覧
」
に
入
れ
る
と
申
し
出
た
が
、
そ
れ
に
は
及
ば
な
い
と
さ
れ
た
。

４　

キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
奉
行
に
つ
い
て

　

ま
た
臼
杵
藩
で
は
「
吉
利
志
旦
宗
門
奉
行
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
の

質
問
に
対
し
、
岡
部
忠
兵
衛
・
伊
藤
又
左
衛
門
・
吉
田
清
右
衛
門
の
三
人
が
宗
門
奉

行
で
、
三
人
と
も
知
行
取
り
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。

　

臼
杵
藩
で
は
弾
圧
に
よ
る
キ
リ
シ
タ
ン
の
掃
討
は
、
寛
永
一
〇
年
頃
に
ほ
ぼ
終
了

し
て
い
る
が
、
豊
後
で
は
万
治
年
間
（
一
六
五
八
～
一
六
六
一
）
に
キ
リ
シ
タ
ン
が

露
顕
し
、
以
後
一
〇
数
年
間
に
わ
た
り
召
し
捕
り
が
行
わ
れ
、
臼
杵
藩
領
で
も
数
百

名
が
召
捕
ら
れ
て
い
る
。
な
お
同
時
期
に
、
美
濃
・
尾
張
で
も
キ
リ
シ
タ
ン
の
露
顕

が
あ
り
、
一
〇
〇
〇
人
近
く
が
処
分
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
露
顕
の
最
中
に
、
幕
府
は
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
一
一
月
二
五
日
付
法
令

で
、「
き
り
し
た
ん
宗
門
近
年
か
ろ
き
も
の
と
も
令
露
顕
、
法
を
ひ
ろ
む
る
よ
き
切

支
丹
は
不
出
候
、
す
す
め
を
も
い
た
し
候
ほ
と
の
も
の
は
、
ふ
か
く
か
く
れ
有
之
候

間
、
入
精
遂
穿
鑿
、
捕
候
様
ニ
急
度
可
被
申
付
之
事
」
と
キ
リ
シ
タ
ン
の
露
顕
に
つ

い
て
ふ
れ
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
穿
鑿
・
召
捕
を
一
層
励
行
す
る
よ
う
に
命
じ
、
さ
ら
に

「
き
り
し
た
ん
宗
門
穿
鑿
之
儀
、
壱
万
石
以
上
之
面
々
ハ
、
今
度
如
被
仰
出
候
役
人

を
定
、
家
中
・
領
内
毎
年
無
断
絶
可
被
相
改
之
事
」
と
各
藩
に
宗
門
奉
行
を
設
置
す

る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
万
治
・
寛
文
期
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
露
顕
を

契
機
に
し
て
、
幕
府
は
各
藩
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
を
、
江
戸
宗
門
奉
行
―
各
藩

の
宗
門
奉
行
を
基
軸
と
し
て
統
轄
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

臼
杵
藩
で
は
翌
寛
文
五
年
に
宗
門
奉
行
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
役
と
し
て
三
名
が
任

命
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
補
佐
役
と
し
て
宗
門
下
役
四
名
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

５　

キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
の
実
施
状
況
に
つ
い
て

　

さ
ら
に
「
宗
門
之
法
度
」
が
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
て
い
る
の
か
と
尋
ね
ら
れ
る

と
、
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
五
人
組
を
編
成
し
、
五
ケ
条
の
「
書

物
」
を
定
め
、
そ
の
概
要
は
、
家
内
そ
れ
ぞ
れ
に
住
持
の
手
形
を
取
る
事
、
往
来
の

者
に
一
夜
の
宿
泊
を
さ
せ
る
場
合
は
隣
三
軒
に
報
告
し
て
、
不
審
な
点
が
あ
れ
ば
惣

庄
屋
、
郡
代
に
報
告
し
て
指
図
を
受
け
る
事
、「
そ
う
れ
い
ノ
仕
様
、
追
悼
ノ
仕
様
」

（
葬
礼
・
追
悼
の
方
法
）
等
で
あ
る
。

　

慶
長
末
期
以
降
、
幕
府
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
励
行
を
度
々
諸
国
に
命
じ
る
が
、

そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
明
示
し
て
い
な
い
。
幕
府
が
諸
大
名
に
五
人
組
と
寺
請
制
度

に
よ
る
キ
リ
シ
タ
ン
改
を
命
じ
た
の
は
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
至
っ
て
の
こ

と
で
あ
る
。

　

臼
杵
藩
で
は
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）
頃
か
ら
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
転
宗
し
て
寺

院
の
檀
家
と
な
る
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
寛
永
一
二
年
（
一
六
三

五
）、
藩
庁
よ
り
各
キ
リ
シ
タ
ン
の
家
へ
棄
教
請
文
が
渡
さ
れ
、
各
家
で
は
こ
れ
に

家
族
全
員
が
署
名
・
血
判
し
て
、
こ
れ
を
檀
那
寺
に
持
参
し
て
裏
判
を
貰
い
う
け
、

そ
れ
を
藩
庁
に
提
出
し
た
。
こ
の
「
寛
永
十
二
年
之
誓
詞
文
」
に
よ
っ
て
、「
き
り

し
た
ん
宗
門
御
改
之
御
帳
」
が
作
成
さ
れ
た
。
つ
ま
り
臼
杵
藩
の
寺
請
制
度
は
、「
寛

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）
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永
十
二
年
之
誓
詞
文
」
提
出
の
際
に
キ
リ
シ
タ
ン
に
適
用
さ
れ
、
さ
ら
に
一
一
年
後

の
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
夏
に
五
人
組
が
組
織
さ
れ
た
時
に
、
全
領
民
に
適
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　

し
か
し
野
津
地
域
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
の
寺
請
寺
院
と
し
て
機

能
し
て
い
た
の
は
、
正
光
寺
・
尊
形
寺
・
了
仁
寺
・
普
現
寺
の
四
か
寺
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
、
起
立
・
再
興
年
代
が
不
明
な
正
光
寺
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
臼
杵
藩
で
弾

圧
に
よ
っ
て
キ
リ
シ
タ
ン
が
ほ
ぼ
一
掃
さ
れ
た
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
以
降
の

起
立
・
再
興
で
あ
る
。
臼
杵
藩
で
は
前
述
の
幕
府
の
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
一
一

月
二
五
日
の
禁
令
を
受
け
て
、
藩
主
稲
葉
信
通
の
嫡
子
景
通
が
長
崎
奉
行
黒
川
与
兵

衛
正
直
の
も
と
に
家
臣
を
送
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
令
施
行
に
つ
い
て
の
心
得
の
指
示

を
願
っ
た
。
こ
の
時
の
黒
川
の
返
答
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所

が
あ
る
。

　
　

�

御
領
内
在
々
所
々
寺
無
之
所
ニ
者
、
三
村
に
一
ケ
寺
歟
、
或
四
村
五
村
に
一
処

宛
、
小
庵
ニ
成
共
坊
主
を
御
置
、
何
村
之
誰
者
何
之
寺
何
宗
旨
、
彼
ハ
何
宗
旨

な
と
ゝ
改
さ
せ
可
被
成
候

　

つ
ま
り
こ
の
時
点
で
は
、
領
民
の
檀
那
寺
た
り
う
る
寺
院
が
充
分
に
存
在
せ
ず
、

寺
院
に
よ
る
宗
門
改
が
必
ず
し
も
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
臼
杵
藩

内
の
寺
院
・
神
社
に
つ
い
て
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
著
さ
れ
た
『
寺
社
考
』
と

い
う
書
物
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
寛
文
・
延
宝
年
間
（
一
六
六
一
～
八
一
）
に

一
二
か
寺
が
開
創
・
再
興
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
追
悼
・
葬
礼
に
つ
い
て
は
、「
古
吉
利
志
旦
」
が
死
去
し
た
時
は
、
庄
屋
・

弁
差
・
五
人
組
が
住
持
に
頼
み
、死
骸
を
充
分
に
検
分
し
て
葬
礼
を
行
い
、一
札（
報

告
書
）
を
出
す
と
し
て
い
る
。
一
札
の
内
容
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
と
、「
何
村
ノ
何

左
衛
門
、
何
月
幾
日
ニ
相
果
、
何
宗
何
と
申
住
持
、
庄
屋
弁
差
五
人
組
見
届
申
段
無

紛
と
の
証
文
仕
」
と
答
え
、
さ
ら
に
そ
の
証
文
を
三
奉
行
（
宗
門
奉
行
）
に
五
人
組

か
弁
指
が
持
参
す
る
と
し
て
い
る
。

　

古
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
い
者
の
葬
礼
に
つ
い
て
は
、
五
人
組
・
住
持
の
み
で
死
骸

を
よ
く
検
分
し
、
一
札
は
提
出
し
な
い
が
、「
月
々
ノ
判
形
帳
」
に
は
記
載
す
る
と

答
え
て
い
る
。

６　

キ
リ
シ
タ
ン
の
露
顕
に
つ
い
て

　

さ
ら
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
露
顕
に
つ
い
て
問
わ
れ
て
い
る
。
先
ず
野
津
地
域
で
キ

リ
シ
タ
ン
が
摘
発
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
る
と
、
近
辺
で
は
そ
の

よ
う
な
事
は
な
い
と
し
て
い
る
。
で
は
臼
杵
藩
内
の
ど
こ
で
露
顕
し
た
か
と
問
わ
れ

る
と
、「
森
村
、
横
尾
村
、
か
つ
ら
き
（
葛
木
）
村
、
丹
生
久
土
村
ゟ
出
来
申
候
」

と
し
、
露
顕
し
た
人
数
に
つ
い
て
は
不
明
だ
と
し
た
。
一
度
に
大
勢
露
顕
し
た
は
ず

だ
と
尋
ね
ら
れ
る
と
、「
五
、
六
年
已
前
ニ
廿
九
人
爰
元
ヲ
通
リ
申
候
、
其
人
数
之

内
ニ
も
御
公
領
ゟ
も
参
候
も
の
も
有
之
由
ニ
御
座
候
」
と
答
え
、
公
領
の
村
名
に
つ

い
て
は
、
ま
か
や
（
真
萱
）
と
す
る
。
近
国
の
他
領
で
は
ど
こ
で
キ
リ
シ
タ
ン
が
露

顕
し
た
の
か
と
の
問
い
に
対
し
て
は
「
越
中
守
様
（
細
川
氏
）
御
領
高
田
徳
丸
、
南

部
領
清
田
ノ
内
す
ミ
床
（
住
床
）・
岡
村
、
此
両
所
ハ
佐
渡
守
様
（
中
川
氏
）
御
内

ニ
而
御
座
候
」
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
臼
杵
藩
領
内
で
露
顕
し
野
津
を
通
っ
た
キ
リ

シ
タ
ン
の
年
齢
に
つ
い
て
「
老
若
男
女
共
」
と
し
て
い
る
が
、
召
捕
ら
え
ら
れ
た
キ

リ
シ
タ
ン
が
通
行
し
て
い
る
の
に
何
故
詳
細
に
覚
え
て
い
な
い
の
か
と
詰
問
さ
れ
る

と
、「
お
そ
ろ
し
く
存
寄
付
不
申
候
故
何
村
ノ
何
か
し
と
申
名
一
々
承
不
申
」
と
弁

明
し
、
そ
し
て
近
年
、
特
に
去
年
は
キ
リ
シ
タ
ン
が
野
津
地
域
を
通
行
し
て
い
な
い

と
述
べ
て
い
る
。
今
年
に
な
る
と
一
両
人
が
長
崎
か
ら
戻
っ
て
き
て
お
り
、
以
前
に

は
年
々
長
崎
か
ら
キ
リ
シ
タ
ン
が
戻
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
と

し
て
い
る
。

　

そ
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
が
露
顕
す
る
場
所
は
「
舟
着
」
で
あ
る
か
と
尋
問
さ
れ
る
と
、

森
村
舟
着
近
辺
だ
と
答
え
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
露
顕
す
る
場
所
は
「
越
中
守
様
御
領
地
、

御
公
領
、
能
登
守
領
地
三
方
出
合
ニ
而
御
座
候
」
と
し
、「
伴
天
連
、
い
る
ま
ん
舟

（
９
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）
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越
ニ
参
弘
む
る
や
」
と
問
わ
れ
る
と
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
を
徹
底
す
る
よ
う
に
命
令

さ
れ
て
い
る
の
で
、
捕
え
る
事
態
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
露
顕
し
た
地
域
に
つ
い
て
だ
が
、
臼
杵
藩
内
で
は
森
村
・
横
尾
村
・
葛
木

村
・
丹
生
久
土
村
と
す
る
が
、
こ
の
中
で
森
村
・
横
尾
村
・
葛
木
村
は
い
ず
れ
も
大

野
川
の
支
流
乙
津
川
の
左
岸
に
位
置
す
る
。
こ
れ
ら
の
村
々
を
含
む
鶴
崎
地
方
は
、

熊
本
藩
・
臼
杵
藩
・
岡
藩
・
幕
府
領
等
の
諸
領
入
り
交
じ
り
の
地
で
あ
り
、
葛
木
村

は
中
川
氏
・
稲
葉
氏
・
幕
府
の
一
村
三
領
主
で
あ
る
。
特
に
大
野
川
の
河
口
部
は
、

諸
藩
が
参
勤
交
代
等
の
た
め
に
港
湾
地
の
確
保
を
要
求
し
、
入
り
交
じ
り
が
著
し
く

な
っ
て
い
る
。
久
土
村
は
鶴
崎
地
方
の
東
側
に
位
置
す
る
大
在
・
坂
ノ
市
に
属
し
、

こ
の
地
区
は
ほ
と
ん
ど
熊
本
・
臼
杵
の
両
藩
領
で
あ
る
。そ
の
他
幕
府
領
で
は
真
萱
、

熊
本
藩
領
で
は
高
田
徳
丸
、
南
部
領
で
は
「
清
田
ノ
内
す
み
ど
こ
岡
村
」
で
岡
藩
領

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
万
治
・
寛
文
期
の
露
顕
は
、
鶴
崎
地
区
お
よ
び
そ
の
東
側

の
臼
杵
藩
・
熊
本
藩
・
岡
藩
・
幕
府
領
の
諸
領
入
り
交
じ
り
の
地
で
起
き
て
い
る
の

で
あ
る
。

７　

絵
踏
に
つ
い
て

　

最
後
に
絵
踏
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
る
と
、「
三
十
年
程
已
前
古
吉
利
志
旦
孫
子
」

に
は
絵
踏
を
行
っ
た
が
、「
古
吉
利
志
旦
ニ
而
無
御
座
も
の
ハ
踏
申
事
無
御
座
候
」

と
し
て
い
る
。臼
杵
藩
で
絵
踏
が
制
度
化
さ
れ
る
の
は
、こ
の
直
後
の
延
宝
年
間（
一

六
七
三
～
八
一
）
で
あ
る
。

　

臼
杵
藩
で
は
前
述
の
よ
う
に
、
弾
圧
に
よ
る
キ
リ
シ
タ
ン
掃
討
は
、
寛
永
一
〇
年

頃
に
ほ
ぼ
終
了
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
以
後
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策

が
本
格
的
に
展
開
し
て
い
き
、
寛
永
一
一
年
に
は
絵
踏
が
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
を
対
象

に
し
て
始
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
絵
踏
は
転
ば
せ
る
た
め
で
は
な
く
転
び
を
確
認

す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
古
吉
利
志
旦
孫
子
」
以
外
に
は
絵

踏
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

　

露
顕
が
終
息
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）、
長
崎
奉
行
所
は

萩
原
祐
佐
に
命
じ
て
真
鍮
の
踏
絵
板
を
作
成
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
真
鍮
踏
絵

を
、
そ
の
後
豊
後
諸
藩
に
貸
し
出
す
よ
う
に
な
り
、
臼
杵
藩
で
も
借
用
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　

臼
杵
藩
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
正
月
に
宗
門
奉
行
の
管
轄

の
も
と
に
絵
踏
が
始
ま
り
、
延
宝
五
年
よ
り
長
崎
奉
行
所
か
ら
銅
版
踏
絵
を
借
用
し

て
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
延
宝
七
年
正
月
に
は
絵
踏
の
対
象
が
町
人
・

百
姓
か
ら
「
諸
士
及
妻
子
奴
婢
等
」
に
拡
大
し
、
毎
年
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
正
月
に
「
寺
中
男
女
山
伏
等
」、
元
禄
元
年
（
一

六
八
八
）
に
は
「
諸
寺
僧
徒
」
と
絵
踏
の
対
象
が
拡
大
し
、「
自
是
以
後
領
内
僧
俗

男
女
踏
之
、
毎
年
為
例
」
と
武
士
・
僧
侶
を
含
め
た
全
領
民
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
史
料
を
検
討
し
て
き
た
が
、
以
下
の
点
を
指
摘
し
た
い
。
万
治
・
寛
文

期
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
露
顕
は
、
臼
杵
藩
内
で
有
数
の
元
キ
リ
シ
タ
ン
が
存
在
す
る
野

津
地
域
で
は
な
く
、
諸
領
入
り
交
じ
り
の
地
で
あ
る
鶴
崎
地
方
で
起
き
て
お
り
、
同

じ
時
期
に
美
濃
・
尾
張
で
も
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
幕
府
の
何
等
か
の
キ

リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
に
対
す
る
意
図
を
推
測
さ
せ
る
。
幕
府
は
寛
文
四
年
（
一
六
六

四
）
一
一
月
二
五
日
付
法
令
で
、
こ
の
露
顕
に
つ
い
て
触
れ
て
、
な
お
一
層
の
キ
リ

シ
タ
ン
の
摘
発
に
努
め
る
よ
う
に
求
め
、各
藩
に
宗
門
奉
行
の
設
置
を
命
じ
て
い
る
。

露
顕
を
契
機
に
、
幕
府
は
各
藩
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
を
江
戸
宗
門
奉
行
―
各
藩

の
宗
門
奉
行
を
基
軸
と
し
て
統
轄
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
に
つ
い

て
は
、
幕
府
が
そ
の
権
限
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
キ
リ
シ
タ
ン
の
露
顕
が
ほ
ぼ
終
息
し
た
時
期
に
、
長
崎
奉
行
が
直
接
に
臼
杵

藩
内
を
巡
回
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
実
施
状
況
を
含
む
藩
政
の
内
実
を
検
分
し

（
13
）

（
14
）（

15
）

（
16
）
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て
い
る
点
で
あ
る
。
従
来
も
例
え
ば
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
一
二
月
、
藩
主
稲
葉

信
通
の
嫡
子
景
通
が
長
崎
奉
行
黒
川
与
兵
衛
正
直
に
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
実
施
に

つ
い
て
問
い
合
わ
せ
、
詳
細
な
指
示
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
長
崎
奉
行
は
こ
の
時

に
は
、
臼
杵
藩
政
の
内
実
に
直
接
に
は
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。

　

寛
文
七
年
三
月
、
久
土
村
の
長
熊
は
「
母
妹
弟
」
を
長
崎
で
訴
人
し
、
赦
免
さ
れ

て
久
土
村
に
帰
り
、
さ
ら
に
一
三
人
を
訴
人
し
た
。（
マ
レ
ガ
文
書A

2-2-3-1-1

）
翌

寛
文
八
年
九
月
一
九
日
、
臼
杵
藩
士
伊
藤
又
左
衛
門
は
臼
杵
藩
留
守
居
岡
部
忠
兵

衛
・
吉
田
清
右
衛
門
に
宛
て
、
次
の
よ
う
な
報
告
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
九

月
一
四
日
に
臼
杵
を
出
発
、
一
六
日
に
長
崎
に
到
着
し
て
長
崎
奉
行
所
に
出
向
き
、

長
崎
奉
行
松
平
甚
三
郎
隆
見
、
河
野
権
右
衛
門
通
定
に
、
長
熊
が
訴
人
し
た
一
二
人

（
一
三
人
の
内
一
人
は
既
に
処
分
済
み
）
は
「
籠
舎
申
付
」、
長
熊
は
「
在
所
ニ
召
置
」

い
た
と
報
告
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
両
奉
行
は
「
拾
弐
人
之
者
共
ハ
籠
舎
不
申
付
候

而
、
先
内
証
此
方
ヘ
一
左
右
有
之
度
事
」
と
述
べ
た
。
伊
藤
又
左
衛
門
は
、
当
時
肥

前
島
原
に
在
番
中
の
藩
主
稲
葉
能
登
守
信
通
へ
長
熊
の
訴
人
の
様
子
を
報
告
し
た
際

に
、
こ
の
件
に
付
き
長
崎
奉
行
に
伝
え
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
と
申
し
述
べ
た
ら
、

両
奉
行
は
「
長
熊
訴
人
候
者
共
ハ
其
村
ニ
預
置
候
て
可
然
ニ
籠
舎
申
付
候
儀
者
如
何

事
」
と
答
え
た
。
さ
ら
に
伊
藤
が
「
久
土
村
之
儀
者
大
か
た
不
残
類
門
之
由
」
と
そ

の
苦
衷
を
訴
え
る
と
、
両
奉
行
は
「
惣
而
此
長
熊
儀
ニ
不
限
、
此
已
後
訴
人
ニ
罷
出

候
も
の
有
之
候
ハ
ヽ
、
先
隠
密
ニ
仕
候
而
様
子
之
段
早
々
長
崎
江
窺
申
様
ニ
と
の
御

心
得
ニ
而
御
座
候
間
、
内
々
左
様
ニ
可
被
相
心
得
候
」
と
し
て
い
る
。（
マ
レ
ガ
文

書A
2-2-8-1

）
露
顕
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
こ
の
時
期
に
、
長
崎
奉
行
は
「
内
証
」「
隠

密
」
の
処
分
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

露
顕
が
始
ま
っ
た
頃
に
は
、
長
崎
奉
行
は
臼
杵
藩
に
対
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
を

遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
の
指
示
は
与
え
て
は
い
る
も
の
の
強
制
は
し
て
い
な
い
。
ま

た
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
処
分
に
つ
い
て
は
、「
内
証
」「
隠
密
」
に
行
う
こ
と
を
求
め
て

い
る
。
し
か
し
露
顕
が
終
息
に
向
か
う
中
で
、
長
崎
奉
行
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
を
梃

子
と
し
て
、
例
え
ば
真
鍮
踏
絵
を
豊
後
諸
藩
に
貸
し
出
す
な
ど
し
て
、
豊
後
な
い
し

九
州
へ
の
支
配
を
強
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
露
顕
が
ほ
ぼ

終
息
し
た
寛
文
末
年
に
な
る
と
、
長
崎
奉
行
岡
野
孫
九
郎
貞
明
は
、
臼
杵
藩
内
に
直

接
に
出
向
い
て
、
露
顕
お
よ
び
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
遂
行
の
詳
し
い
状
況
を
検
分

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
長
崎
奉
行
が
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
実
施
を
一
つ
の
梃
子
と
し

て
、
個
別
藩
の
内
政
に
立
ち
入
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

註（
１
）　
「
長
崎
奉
行
歴
代
畧
譜
」（『
増
補
長
崎
畧
史
』
上
巻
、
長
崎
叢
書
三
、
長
崎
市
役
所
、

一
九
二
六
年
）
五
三
九
頁

（
２
）　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
第
六
〇
六

（
３
）　

神
田
高
士
「
下
藤
地
区
共
有
墓
地
の
発
掘
調
査
と
16
・
17
世
紀
の
キ
リ
シ
タ
ン
墓

地
―
キ
リ
ス
ト
教
遺
跡
を
通
じ
て
み
た
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
野
津
院
―
」（『
大
分

縣
地
方
史
』
二
一
四
号
、
二
〇
一
二
年
）

（
４
）　
『
大
分
県
史　

近
世
編
Ⅰ
』（
秦
政
博
執
筆
、
大
分
県
、
一
九
八
三
年
）
二
八
八
頁

（
５
）　
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
一
二
三
五
号
他

（
６
）　
『
諸
執
役
前
録
』（
臼
杵
市
教
育
委
員
会
所
蔵
史
料
）

（
７
）　
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
四
―
二
四
六
八

（
８
）　

マ
リ
オ
・
マ
レ
ガ「
豊
後
に
於
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
年
表
」（『
続
豊
後
切
支
丹
史
料
』、

ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
、
一
九
四
六
年
）

（
９
）　

マ
リ
オ
・
マ
レ
ガ
『
豊
後
切
支
丹
史
料
』（
サ
レ
ジ
オ
会
、
一
九
四
二
年
）
一
〇
〇

頁

（
10
）　 
村
上
博
秋
「
臼
杵
藩
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
と
寺
院
の
関
係
」（『
史
料
館
研

究
紀
要
』
五
号
、
大
分
県
立
先
哲
史
料
館
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
11
）　

臼
杵
市
教
育
委
員
会
所
蔵
史
料

（
12
）　

同
右

（
13
）　
『
大
分
市
史　

中
』（
大
分
市
、
一
九
八
七
年
）
三
八
九
・
三
九
〇
頁

（
14
）　
『
温
故
年
表
録
』（
臼
杵
市
教
育
委
員
会
所
蔵
史
料
）

（
17
）

（
18
）
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（
15
）　
『
稲
葉
家
譜
』（
臼
杵
市
教
育
委
員
会
所
蔵
史
料
）、『
豊
後
遺
事
』（
加
藤
賢
成
著
、

一
八
八
七
年
）

（
16
）　
『
稲
葉
家
譜
』

（
17
）　
『
バ
チ
カ
ン
図
書
館
所
蔵　

マ
レ
ガ
神
父
収
集
豊
後
切
支
丹
史
料
―
概
要
と
紹
介
―

日
本
語
版
』（
マ
レ
ガ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
二
〇
一
七
年
）

（
18
）　

同
右

　

 　

本
稿
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
に
お
け
る
特
定
共
同

研
究「
ヴ
ァ
チ
カ
ン
図
書
館
所
蔵
マ
リ
オ
・
マ
レ
ガ
氏
蒐
集
史
料
の
総
合
的
研
究
」（2016

～2018

年
度
）
及
び
人
間
文
化
研
究
機
構
日
本
関
連
在
外
資
料
調
査
研
究
・
活
用
事
業

「
バ
チ
カ
ン
図
書
館
所
蔵
マ
リ
オ
・
マ
レ
ガ
収
集
文
書
調
査
研
究
・
保
存
・
活
用
（
マ

レ
ガ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
写
真
は
、
マ
レ
ガ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
よ
り
提
供
を
受
け
た
。
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